
茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

令和８年３月３０日 

                           茅ヶ崎市長 佐 藤  光  

茅ヶ崎市条例第１０号 

茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例の一部を改正する条例 

茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例（平成２７年茅ヶ崎市条例第４３号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第２号中「の全て」の次に「（市長が特に認めた場合にあっては、その相

当数）」を加える。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


